
  
 

 





★ 

ふ
る
さ
と
広
島
の
景
観
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第 

 
 

四
十
三
号
）
（
環
境
保
全
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
の
廃
止
等
に
伴
い
、
行
為
の
届
出
を
要
し
な
い
公
共
的
団

体
に
つ
い
て
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



★ 

社
会
福
祉
施
設
等
措
置
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
四
号
）
（
障
害
者
支

援
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日 

 


